
ローカル10,000プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金）

½ 国費
¼ 特別交付税

¼ 実質的な地方負担

民間事業者等の初期投資費用（施設整備・改修費、機械装置費、備品費等）

自己
資金等

公費による助成

国費

地域金融機関による融資等※１
（原則無担保※２）

地方費 ※１ 地域活性化ファンドによる出資、民間クラウドファンディング、ふるさと融資を含む
※２ 交付金事業により取得する財産には担保設定可能

事業スキーム

助成上限額（自治体→事業者）
融資／公費 公費による助成上限額

4倍～ 5,500万円

3倍～ 5,000万円

2倍～ 4,000万円

1倍～ 3,000万円

●交付金の申請主体は自治体（都道府県・市区町村※）
●申請は随時受付
（問合せ専用ダイヤルを設置）
●施設整備・改修費、備品費も対象
●補助上限額は最大5,500万円（大規模事業対応可）
●全ての産業分野で活用可能

 R8当初予算額案 6.7億円
 R7補正予算額  21.2億円
（R7当初予算額  6.2億円）

R8拡充 交付率（国→自治体）
・原則、公費の1/2
・条件不利地域（1,113団体）のうち、
財政力0.25～0.5 2/3
財政力0.25未満 3/4

・重点支援分野 3/4
（地域脱炭素、若者・女性活躍）

※創業支援等事業計画の作成が必要
（R7.12月時点で1,555市区町村が作成済）

○ 産官学金の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型事業の創業・第二創業・新規立ち上げを支援
○  ❶地域密着型（地域資源の活用） ❷地域課題への対応 ❸地域金融機関による融資等 ❹新規性（新規事業）❺モデル性
の要件について、国の有識者審査を経て該当すると認められた事業が対象

POINT



ローカル1 0 , 0 00プロジェクト  岩手県久慈市
「ハウス内環境制御と木質バイオマスエネルギーを活用した菌床しいたけ
栽培による地域経済循環創出事業」

こんな方
にオ ス ス メ

こ んな方
にオ ス ス メ

平成 2 7年度採択

事業背景
●地球温暖化により、猛暑が続くようになり、品質・収穫に与える影響
が大きくなったため、断熱対策だけでなく、冷房設備の導入が必要

●ハウス内CO２濃度の調整について、生産者の経験と勘により換気調
整を行っていたが、生産量が安定せず、作業環境にも影響が出る。

●東日本大震災の影響で、設備倒壊等による生産不能、福島第一
原発の事故による風評被害による価格の下落が見られる。

事業実施者
有限会社 越戸きのこ園
自治体・金融機関の支援内容
●公費による交付額：40,000千円
国費（地域経済循環創造事業交付金）：40,000千円
●みちのく銀行による融資：57,505千円

地域への貢献

●菌床しいたけの生産量増加と
安定供給

●久慈地域のしいたけブランド力
の向上

●新規雇用の創出

●木質バイオマスエネルギーの導
入による未利用材の活用

取組内容
●ICTを活用したハウス内温度、湿度、CO2濃度等の監視制御シス
テム及び低コスト高断熱ハウスを導入し、全国に例のない菌床しいた
け栽培技術を確立するとともに、地域生産者への普及、しいたけの
一大産地化を図る。

●久慈地域の木材の残材等を活用した木質バイオマスエネルギーによ
る熱供給を受けることにより、化石燃料価格の変動に左右されない
安定した経営と環境負荷の低減、エネルギーの地産地消による地域
経済循環システム構築の実現を図る。

導入したハウス 菌床しいたけ生産の様子① 菌床しいたけ生産の様子②



ローカル1 0 , 0 00プロジェクト  長野県佐久市
 「循環型醸造事業～Fe rm e n t  B ase 」

こ んな方
にオ ス ス メ

こ んな方
にオ ス ス メ

令和 2年度採択

事業背景
●事業実施地は、 「どぶろく特区」の認定を受けているが、人口流出、
少子高齢化、地域産業の衰退、耕作放棄地の増加、森林の荒廃
等集落維持に影響が出始めており、著しく過疎化が進んでいる。

●プラスチックゴミによる生態系への影響が問題視され、環境保全に対
する意識が高まっている。

●酒類はクラフト志向になり、また、海外で日本酒の人気が高まっている。

事業実施者
有限会社 Brewing Farmers&Company合同会社
自治体・金融機関の支援内容
●公費による交付額：4,333千円
国費（地域経済循環創造事業交付金）：2,166千円
地方費：2,167千円
●長野県信用組合による融資：4,334千円

地域への貢献

●「どぶろく」という新たな農産物
のブランド化

●雇用の創出と経済波及効果
を生み出す。

●環境保全型農業を促進させる
と共に、農家取得の向上

●交流人口の創出、移住者の
増加により過疎解消へ繋げる。

取組内容
●工場跡地をリフォームし、世界初、エネルギー源の確保から原材料ま
で全てを自然素材で賄う持続可能な製法の「どぶろく」製造を行う。

●薪ボイラーを整備し、エネルギー源として、地元産の間伐材を活用。
山林保全から水源維持、豊かな土壌に繋げ、良質な米の生産へと
環境循環の仕組みを作る。

●空き店舗を活用して、どぶろくの提供場及びコミュニティスペースとして
農家レストランを開業

薪ボイラー 環境保全型農業のイメージ どぶろく



ローカルスタートアップ支援制度 ［事業の企画～立ち上げまで各段階での財政措置］

○ 地域の資源と資金を活用した地域課題の解決に資する創業・新規事業（ローカルスタートアップ）を支援
○ 事業の企画・立ち上げ準備・事業立ち上げの各段階において、交付金・特別交付税により支援

※ローカルスタートアップ支援制度を活用するには、「創業支援等事業計画」の作成が必要（認定件数1,555市区町村（R7.12月時点））

・地域脱炭素等に係る調査分析
・地域資源の調査分析
・ビジネスモデル調査分析
・法人設立等に係る経費
・オフィスの賃貸料、
インキュベーション施設

支援内容

・創業支援等事業計画の作成
・創業塾、創業セミナー、研修
・ビジネスコンテスト
・創業コーディネーターの設置

特別交付税
（措置率0.8・財政力補正あり）

特別交付税
（措置率0.8・財政力補正あり）

・ローカル10,000プロジェクト（国庫補助事業）を活用した
初期投資（施設整備・改修、機械装置、備品等）
※モデル性を有するもの

交付金（交付率1/2〜3/4）

・ローカル10,000プロジェクト（地方単独事業）を活用した
初期投資（施設整備・改修、機械装置、備品、商品開発費、
 広告宣伝費等）
※モデル性は問わない

・ローカル10,000プロジェクト（地方単独事業）を活用した事業
に対する、フォローアップ、事業分析・再構築に係る経費

特別交付税（措置率0.5・財政力補正あり）

❶ 事業の企画 ❸ 事業立ち上げ❷ 立ち上げ準備



民間事業者、学識経験者のほか、GX関連業務経験のある現役の公務員などもアドバイザーとして派遣可能（R8.1月現在、47名がアドバイザー登録済）
 課題対応アドバイス事業

 地域脱炭素に取り組む都道府県・地区町村に対して、下記の分野において支援を実施
①屋根置きなど自家消費型の太陽光発電
②地域共生・地域裨益型再エネの立地
③公共施設等における省エネ・再エネ電気調達、更新・改修時の ZEB 化誘導
④住宅・建築物の省エネ性能等の向上
⑤ゼロカーボン・ドライブ
⑥資源循環の高度化を通じた循環経済への移行
⑦コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり
⑧食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立

 啓発･研修事業
 都道府県が市区町村に支援分野の研修会・相談会を行う場合に、アドバイザーを派遣

※詳細は、「地方公共団体の経営･財務マネジメント強化事業実施の手引き」を参照
 https://www.jfm.go.jp/support/development/keieizaimu.html （JFM HP)

（JFM HP）

支援分野

アドバイザー派遣の流れ

GXアドバイザーの派遣（経営・財務マネジメント強化事業）

自治体とアドバ
イザー間で派遣
日時等を調整

Web上で
派遣を申請

総務省･機構から
支援決定連絡
※内示段階でも
派遣可能

派遣実施
※年５回以内

Web上で
実施報告
※派遣回ごと

機構から
アドバイザーへ
謝金･旅費支払

最終派遣終了後、
Web上で実績報告
※啓発･研修事業は、
派遣回ごとに報告

（総務省HP）

○ 「地球温暖化対策計画」（令和７年２月1８日閣議決定）では、自治体が地域脱炭素を推進する上で、専門知識を有する人材の
不足が課題となっていることから、専門人材を派遣し、自治体の取組の促進を図ることとされている。

○ 総務省と地方公共団体金融機構（JFM）の共同事業として、地域脱炭素に取り組む自治体に対しアドバイザーを派遣
※アドバイザーの謝金･旅費をJFMが全額負担

●自治体の予算措置が不要
●Webから簡単に手続きが可能

P O I N T

https://www.jfm.go.jp/support/development/keieizaimu.html
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